
 

障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業について（案） 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付障害者施策担当 

 

第１ 目的  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の円滑な施行（平成２８年４月１

日）に向けて、障害者差別解消支援地域協議会のあり方の検討並びに既に取組を進め

ている地方公共団体に対する調査等を実施し、協議会の設置及び運営に当たり参考と

なるマニュアル等を作成、提示等することにより、各地方公共団体の区域における障

害者差別解消支援地域協議会の迅速な設置及び円滑な運営に資することを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

第３の事業の実施主体は内閣府とする。なお、事業の実施に当たっては、都道府県

又は市町村と協力して行うものとする。 

 

第３ 事業内容 

１ 障害者差別解消支援地域協議会のあり方検討会の設置・運営（平成２５年度～） 

（１）趣旨 

学識経験者等により構成される委員会を置き、地域協議会のあり方を検討し、地

方公共団体がその地域の実情を踏まえた地域協議会を法施行後速やかに組織でき

るようにするために必要な設置・運営マニュアル等を作成する。（平成２５年度３

回程度、平成２６年度は５回程度開催） 

（２）実施方法等 

⑴ 学識経験者等８名程度で構成 

⑵ 障害者差別解消支援地域協議会設置・運営指針の策定（平成２５年度内） 

    ⑶ 条例制定地方公共団体における取組内容や事例を収集（平成２６年度～） 

    ⑷ 地域協議会体制整備推進事業報告会の実施（平成２６年度中） 

⑸ 設置・運営マニュアル、事例集を策定（～平成２６年度末） 

 ２ 地域協議会体制整備推進事業の実施（平成２６年度～） 

  （１）趣旨 

他の地方公共団体が地域協議会を法施行後速やかに組織するにあたり参考とな

る事例を提示するため、条例を制定又は制定の取組を進めている地方公共団体と協

力し、新たに国の機関等と連携する取組を体制整備推進事業として実施し、その効

果や影響を検証し内閣府に報告する。 

  （２）実施方法等 

⑴ 各条例に規定する協議会の仕組みを一部活用、又は地方公共団体において新

たに協議体を組織する。 

⑵ 協議体等の構成員の全部又は一部については内閣府が地方における地域協議

会のあり方検討会委員（地方委員）として就任依頼する。 

  ※ 協議会が地方公共団体の附属機関の場合であっても就任依頼は可能 

資料 ３ 



 

※ 謝金等の取扱いについては地方公共団体と協議 

【構成イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑶ 地方委員に就任した構成員は、当該協議会の運営への協力、内閣府への報告内

容の監修、報告会における発表等を行うものとする。 

【事業の流れイメージ（２６年度）】 

 内閣府 地方公共団体 

３～ 

5 月 
事業実施の打診 事業実施の検討 

関係省庁に協力依頼 事業実施の決定 

構成員の就任依頼 
※附属機関で実施する場合、オブザーバーと

して参加を依頼 

構成員の推薦 
※附属機関で実施する場合は任命・委嘱 
 

６～ 

７月 

協議会の開催準備 
※必要に応じて準備会を実施 

7～ 

12 月 

会議の開催（3 回程度実施） 

・参加機関の紹介 

・各機関が把握した障害者差別に関する状況について報告 

・各機関に寄せられた事例等について協議 

・構成機関で実施する周知啓発等の活動について協議 

 

 

 

 

・在り方検討会委員（中央）派遣依頼

・報酬等の支出 
※附属機関で実施する場合は、オブザーバー

のみ内閣府から支出 

・会場確保等 

（報酬等の支出） 
※附属機関で実施する場合は、報酬等を支出

（2 回程度実施した時点で中間報告） 

１月  

地方支分部局

事業者

ＮＰＯ法人

当事者・団体

保健関係機関

担当部局

福祉事務所

教育関係機関学識経験者

（既存の附属機関等）

地方支分部局に協力要請 地方委員就任を要請

内閣府政策統括官

参加

依頼

※ 全体を地域協議会在り方検討会の一部とする

（根拠：政策統括官決定）

（地方公共団体の長が任命・委嘱等）

地域の課題を明らかにするとともに、 
構成機関が共通して取り組む活動等を決定 

障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業に係る報告会の開催



 

  （３）協力地方公共団体候補 ※候補であり条例制定地方公共団体以外もあり得る 

   【条例制定等地方公共団体】（ ）内は制定に向けて取り組み中の自治体 

〔都道府県〕北海道、岩手県、千葉県、熊本県、長崎県、沖縄県 

（茨城県、京都府、鹿児島県） 

〔政令指定都市〕さいたま市（新潟市） 

〔一般市〕八王子市、別府市 

第４ 留意事項 

１ 事業を実施するにあたっては、障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施

に係る同協議会の設置・運営暫定指針を踏まえ実施すること。 

２ 個人情報については、本人の同意や構成員に誓約書の提出を求めるなど、その取扱

いに留意すること。 


